
令和６年４月１日（月）から従来の認定証が廃止されることにより、

警備業法施行規則に規定する様式の「標識」を新たに作成の上、掲示することが必要となりました。

このため、当社では規則に規定する様式に則った「標識」をホームページ上のお知らせページにて掲載することと致しました。

東京都 公安委員会

第 ２０１９ 号

令和 ２年 １０月 １３日 から

令和 ７年 １０月 １２日 まで

東京都千代田区内神田二丁目一六番八号所 在 地

氏 名 又 は 名 称

有 効 期 間

認 定 の 番 号

認定をした公安委員会

警備業者

別記様式第２号（第６条関係）

記載要領 所在地欄には、主たる営業所の所在地を記載すること。

備 考 １ 文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色とする。

２ 標識を営業所に掲示する場合には、用紙の大きさは、日本産業規格A４とする。


